
告 示

�愛媛県告示第１０５１号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそ

れのある図書類等として指定する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

図書類等

発 行 愛 媛 県
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種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 指 定 の 理 由

図 書 ３０‐００１ ＥＸＭＡＸ！ ２０１８年１１月号 ２０１８年９月２６日
発行 株 式 会 社 ぶ ん か 社 性的感情の刺激や犯罪等への助長

など、青少年の健全な育成を阻害

するあそれがある。
〃 ３０‐００２ いけない芸能界 業界激震！！スキャンダル ２０１８年１１月１日

発行 株式会社ダイアプレス

〃 ３０‐００３ 世界一のＡＶマガジンＦＡＮＺＡ ２０１８年１１月号 ２０１８年９月２２日
発行 株式会社ジーオーティー

〃 ３０‐００４ 裏モノＪＡＰＡＮ１１月号 ２０１８年１１月１日
発行 株 式 会 社 鉄 人 社

〃 ３０‐００５ まんが人間離れした狂人たち ２０１８年９月２４日
発行 株式会社コアマガジン

〃 ３０‐００６ まんが不幸な人 無限地獄 ２０１８年７月１１日
発行 株式会社コアマガジン

〃 ３０‐００７ まんが最狂 悪の実話ドキュメント ２０１８年８月１７日
発行 株式会社コアマガジン

〃 ３０‐００８ Ｂｏｙ’ｓピアス禁断 １１月号 ２０１８年１１月１日
発行 株 式 会 社 ジ ュ ネ ッ ト

〃 ３０‐００９ Ｙｏｕｎｇ Ｌｏｖｅ Ｃｏｍｉｃ ａｙａ １１月号 ２０１８年１０月６日
発行 宙 出 版

〃 ３０‐０１０ 恋愛白書パステル １１月号 ２０１８年９月２２日
発行 宙 出 版

毎週（火・金）曜日発行 第３０２６号 平成３０年１１月９日

平成３０年１１月９日金曜日 第３０２６号

愛 媛 県 報

９７１



�愛媛県告示第１０５２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ダイレックス北宇和島店

宇和島市伊吹町字中屋甲１３４３番１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

大日商事株式会社

宇和島市高串字ヨトリ３番耕地５８番地

代表取締役 森田 澄江

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ダイレックス株式会社

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

代表取締役 貞方 宏司

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年６月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４５３平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５８台

イ 駐輪場の収容台数

１７台

ウ 荷さばき施設の面積

８７．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１８．９０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

２４時間

２ 届出年月日

平成３０年１０月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１０５３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町臼坂丁４６４の３、丁４６７の１、丁４６８、丁４６９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町臼坂丁４６７の１・丁４６８（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０５４号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市小松町大郷字シノベ乙７７の１から１３まで、乙７７の２１から

２３まで、字鍬谷乙８３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

愛 媛 県 報平成３０年１１月９日 第３０２６号

９７２
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在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０５６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 平成３０年１１月１３日から

平成３１年２月２８日まで

３ 作業地域 今治市小泉一丁目

�������
�愛媛県告示第１０５７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、山鳥坂ダム工事事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知があった。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 平成３０年１１月７日から

１２月１４日まで

３ 作業地域 大洲市肱川町

�������
�愛媛県告示第１０５８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、�万都市計画下水道事業�万公共下水道（�万高原町施行）の
事業計画の変更を次のように認可した。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成７年１０月４日から

平成３６年３月３１日まで

�愛媛県告示第１０５５号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成３０年度の補

助金から適用する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の経由）

第１０条 この規程により知事に提出する書類は、公益財団法人愛媛

の森林基金（昭和６１年５月１０日に財団法人愛媛の森林基金という

名称で設立された法人をいう。）の場合を除き、施行地を管轄す

る地方局長を経由しなければならない。

様式第１号（第６条、様式第６号関係）

造林事業補助金交付申請書

（書類の経由）

第１０条 この規程により知事に提出する書類は

、施行地を管轄す

る地方局長を経由しなければならない。

様式第１号（第６条、様式第６号関係）

造林事業補助金交付申請書

省略 省略

注 省略

別紙

造林内訳書

省略

注 省略

別紙

造林内訳書

省略

省略 省略

注１～７ 省略

８ 面積又は延長欄には、当該施行地の面積（間伐及び更新

伐に係る施行地の面積と補助対象面積とが異なる場合にあ

つては、それぞれの面積）を記載し、小数点以下３位未満

を切り捨てること。ただし、森林作業道整備の場合にあつ

ては、当該森林作業道の延長を記載し、１メートル未満の

端数は、これを四捨五入すること。

９～１２ 省略

注１～７ 省略

８ 面積又は延長欄には、当該施行地の面積

を記載し、小数点以下３位未満

を切り捨てること。ただし、森林作業道整備の場合にあつ

ては、当該森林作業道の延長を記載し、１メートル未満の

端数は、これを四捨五入すること。

９～１２ 省略

愛 媛 県 報平成３０年１１月９日 第３０２６号

９７３
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２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第１０６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大洲市土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

平成３０年１１月９日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

退 任

�愛媛県告示第１０５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市中野字宵甲９９８番１地先から

同市中野字楠甲４５２番６地先まで

旧 ９．７～２４．０ ０．７４２

新 １１．９～２３．９ ０．７４２

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 大 谷 壽 昭 大洲市稲積１０番地第７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線

宇和島市津島町平井４４５－６地先から

同町平井４４５－１地先まで
旧 ６．５～１７．９ ０．１４５

宇和島市津島町平井４４１－１０から

同町平井４４１－９まで
新 １６．９～４３．８ ０．１４５

〃 網代鳥越線
宇和島市津島町成４６４－８から

同町成４７４－６まで

旧 ７．９～１７．１ ０．３０５

新 １２．５～２６．７ ０．３０２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町平井４４１－１０から

同町平井４４１－９まで
平成３０年１１月９日

〃 網代鳥越線
宇和島市津島町成４６４－２から

同町成４６５－２３まで
〃

〃 〃
宇和島市津島町成４７１－１０から

同町成４７６－２まで
〃
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第６８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成３０年１１月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１０６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
大洲市肱川町中津１５３６番３から

同町中津１５３４番３まで

旧 ５．１～６．６ ０．０６８

新 ５．１～６．７ ０．０６８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
大洲市肱川町中津１５３６番３から

同町中津１５３４番３まで
平成３０年１１月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂１１００番１地先から

同町山鳥坂１０９９番１地先まで

旧 １４．１～１２１．０ ０．０８５

新 １４．１～１１７．０ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂１１００番１地先から

同町山鳥坂１０９９番１地先まで
平成３０年１１月９日
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� 選挙権を有する者の総数 １，１７０，３９４

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，４０８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４６，３００

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，８５４ １４，６１８

南 宇 和 郡 １９，１４１ ６，３８１

松山市・上浮穴郡 ４３７，９７３ １３９，６６３

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４１，２３９ ４７，０８０

宇和島市・北宇和郡 ７８，３７３ ２６，１２５

八幡浜市・西宇和郡 ３８，１４５ １２，７１５

新 居 浜 市 １００，６３０ ３３，５４４

西 条 市 ９２，００６ ３０，６６９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５１，７９８ １７，２６６

伊 予 市 ３１，５６７ １０，５２３

四 国 中 央 市 ７４，３１８ ２４，７７３

西 予 市 ３３，１５１ １１，０５１

東 温 市 ２８，１９９ ９，４００

平成３０年１１月９日 発行
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